
2025 .10

人材紹介サービスご利用に際しての確認事項

サ ー ビ ス ご 利 用 に 際 し て

Growth Partners Co, Ltd.

03_申込者の義務 申込者は、当社が応募者を紹介した後に、当該応募者について他の

手段により申込者に応募があった場合には、当社の紹介による応募

を優先して取り扱うものとします。また、申込者は、当社が紹介し

た応募者について、既に他の手段により応募があった場合には、直

ちに当社にその旨通知するものとします。

04_労働条件 申込者は、応募者の採用を決定した場合には、当該応募者に対し

て、労働基準法第15条に基づく労働条件明示書面を申込者の責任に

おいて交付し、申込者および当該応募者との間で雇用契約を締結し

ます。

05_応募書類 申込者は、履歴書・職務経歴書その他の応募書類は、当該応募者が

作成するものであり、その内容の真実性、正確性については当該応

募者が責任を負うものであり、当社は責任を負わないこと、ならび

に、雇用契約の締結可否の判断は申込者が責任を負うことを確認す

るものとします。

01_紹介の依頼 申込者は、本契約の有効期間中、株式会社Growth  Pa r tne r s（以下

「当社」といいます。）に対して、職業安定法第5条の3第2項に定め

る労働条件その他希望する求人の条件等（以下総称して「求人条件」

といいます。）ごとに、求人条件を明示し、人材の紹介を依頼しま

す。求人票の内容の真実性、正確性および適法性については、申込

者が責任を負うものとします。 

申込者が当社に明示した前項の求人条件の内容に、変更、特定、削

除または追加（以下「変更等」といいます。）が生じた場合、申込者

は、当該変更等の内容を速やかに当社に通知するものとします。

02_採用選考 申込者は、当社が紹介した応募者を自ら選考のうえ、適当と認めた

場合には、申込者の責任において当該応募者を採用します。この

際、当社は申込者に採用選考について適宜必要なアドバイスを行

い、その他の支援を行うよう努めるものとします。応募者の採用を

決定した場合、当社に対して、直ちに採用を決定した事実を通知す

る文書（以下、「内定確認書」といいます。）を書面または電子メー

ル等を利用する方法により交付します。
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07_情報開示 当社は、申込者の企業情報のうち、次に定める情報について、候補

者に対して開示・提供することができるものとします。ただし、申

込者が候補者に対して開示・提供を希望しない旨を事前に指定した

情報については、この限りではありません。

①　求人票のほか、申込者から提供された情報

②　当社が独自に収集した情報

06_個人情報の

       取扱い

（1） 当社は、申込者が応募者を選考するにあたって必要と認め

られる限度において、応募者の氏名、連絡先、職務経歴等の個人

情報（以下「個人情報」といいます。）を申込者に対して開示・提

供するものとします。ただし、応募者の病歴、併願状況などの求

人条件に関連がないと当社が判断する個人情報については、当該

応募者の事前の承諾を得ない限り、当社は申込者に対して開示・

提供しないものとします。

（2） 申込者は、第9項（1）に基づき当社より提供された、応募

者（採用に至らなかった者も含みます。）の個人情報を、秘密とし

て厳重に管理し、採用選考の目的の範囲内で利用するものとし、

本契約の有効期間中および本契約終了後も、採用選考に直接関与

する部門の申込者の役職員以外の第三者に開示または漏洩しては

ならないものとします。

（3） 申込者は、応募者の採用選考業務の全部または一部を第三

者に委託する場合は、事前にその旨当社に通知します。この場

合、申込者は、当該第三者において個人情報の安全管理が図られ

るように、自らの責任において、自らが行う措置と同様の安全管

理措置を講じさせるものとし、当該第三者のすべての行為につき

責任を負うものとします。

（4） 申込者および当社は、本契約に関連して、各自に適用され

る個人情報保護に関する法律を遵守することを互いに保証するも

のとします。なお、申込者が、本契約の本社所在地に記載してい

る住所がある国または地域以外の国または地域において、当社が

申込者に提供した個人情報を取り扱う場合または当該個人情報を

第三者に提供する場合には、申込者の責任において、各国の個人

情報保護法その他各種法令を確認の上、申込者が当該応募者から

必要な許可を取得し、個人情報の取り扱い・提供に関して適切に

対応する義務を負うものとします。
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09_解除 申込者および当社は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合

には、本契約の有効期間中においても、何ら事前の催告を要するこ

となく、相手方に対し通知を行うことにより、即時に、本契約を解

除、または一定期間の利用の停止、その他相手方との全部または一

部の取引を終了することができるものとします。

①　本契約または申込者と当社間のその他の契約に違反したとき

②　支払不能となったとき、または支払を停止したとき

③　公租公課を滞納したとき

④　差押、仮差押、仮処分、競売、強制執行、滞納処分等の公権力

の処分を受けたとき

⑤　破産、民事再生、会社更生の申立がなされたとき、事業の全部

もしくは重要な一部の譲渡・承継があったとき、 営業の停止があっ

たとき、解散の決議がなされたとき、もしくは清算に入ったとき、

またはこれらの恐れがあるとき

⑥　代表者の所在が不明になったことを知ったとき

⑦　法令に違反したとき、または違反する恐れがあるとき

⑧　威嚇行為、脅迫行為、恫喝、暴力行為等を行ったとき

⑨　受領遅滞、受領拒絶があったとき、他方当事者に対し、不当な

要求を行う、不当な長時間の拘束を行う等、 信頼関係が失われるよ

うな行為を行ったとき

⑩　相手方の信用を傷付けたとき、または相手方に不利益をもたら

したとき

⑪　監督官庁より営業の許可取消または停止の処分を受けたとき

⑬　前各号のほか債権保全を必要とする事由が生じたとき等信用に

不安が生じたとき

08_違約金 申込者は、本契約の義務に違反して応募者を採用しコンサルティ

ングフィーを支払わなかった場合、もしくはコンサルティングフ

ィーの一部の支払いを不当に免れ、または免れようとしたと当社

が合理的理由に基づき判断した場合は、支払うべきコンサルティ

ングフィーに加えて、違約金として本契約に定めるコンサルティ

ングフィーの額の2倍に相当する額を当社に支払うものとします。

なお、違約金算定に理論年収の額が必要となる場合であって、申

込者が当該理論年収の額を明らかにしないときは、厚生労働省の

「毎月勤労統計調査」における給与額および賞与額により算出し

た年収を理論年収の額とみなすものとします。
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●期間の定めのない雇用契約の紹介の場合  

　

※月給には基本給および固定給のみを含み、勤務実態等により金額が変動する賃金（例:実費

で支給される交通費/皆勤手当/臨時で支払われる特別手当等）は含みません。

※上記を基準としますが、別途書面による合意がある場合はその金額とします。

※上記金額には消費税は含まれておりません。

1

短期離職によるご返金について

本サービスでの紹介によって採用された応募者が、入社後明らかに応募者の責により解雇さ

れるに 至った場合、または、応募者が自己都合（退職勧奨による退職その他雇用保険の失業

給付に おいて特定受給資格者または特定理由視力者の範囲に該当する場合、また、応募者に

対する ハラスメント等に起因する退職であると、Growth  Pa r tne r sが合理的理由に基づき

判断した場合は含みません） によって退職した場合、受領したコンサルティングフィーのう

ち下記の金額を返還いたします。ただし、 返還のご請求期間は、対象となる方が退職された

日の翌月末日までとし、翌々月１日以降の ご請求につきましては、理由の如何を問わず返還

できかねます。あらかじめご了承ください。 

なお、破産、会社更生、民事再生またはこれらに類似する手続、経営状態の悪化による人員

整理、 事務所の閉鎖等の理由、応募者のポジション廃止、または変更等に起因する退職は

「明らかに 応募者の責による」または「自己都合」のいずれにも該当いたしません。

１ヶ月以内で退職した場合 　　　　　コンサルティングフィーの90％ 

１ヶ月超え３ヶ月以内で退職した場合 コンサルティングフィーの50％ 

３ヶ月超え６ヶ月以内で退職した場合 コンサルティングフィーの20％ 

（月給×12か月）の 30％

●期間の定めのある雇用契約の紹介の場合  

　

※勤務実態等により金額が変動する賃金（例:実費で支給される交通費/皆勤手当/臨時で支払

われる特別手当等）は含みません。

※雇用期間が1年を超える場合は最大1年間分の賃金が算出対象となります。

※上記を基準としますが、別途書面による合意がある場合はその金額とします。

※上記金額には消費税は含まれておりません。

（労働条件通知書等に記載されている賃金）の 50％


